
コンビニ交付の証明書が

3/31まで3/31まで 1010

与那原町からのお知らせ

与那原町発⾏の証明書に限り
令和令和
６年６年4/1~4/1~

円円
※役場窓⼝での交付は従来通りの⾦額です※※役場窓⼝での交付は従来通りの⾦額です※

利用できる店舗利用可能時間帯

6:30〜23:00

※年末年始(12/29〜1/3)及び
コンビニ交付システムの保守
点検⽇はご利⽤いただけませ
ん。

・セブンイレブン
・ファミリーマート
・ローソン
・イオン琉球

その他全国のコンビニエンス
ストアのマルチコピー機が設
置されている店舗でご利⽤で
きます。

取得できる証明書

お問いお問い
合わせ合わせ

住⺠課�☎（098）945-2072
住⺠票・印鑑登録証明・⼾籍

税務課�☎（098）945-4477
所得関係証明書

詳しくは
こちら

マイナンバーカードマイナンバーカードがあると
とっても便利便利!!

1通1通

令和８年令和８年

・所得関係証明書
・住⺠票の写し
・印鑑登録証明書
・⼾籍の附票の写し

※下記証明は料⾦が異なりますの
でご注意ください。(450円)
・全部事項証明書（⼾籍謄本）
・個⼈事項証明書（⼾籍抄本）

ご利⽤の際に必要なもの

・マイナンバーカード
・利⽤者証明⽤電⼦証明書の
 パスワード(数字４ケタ)

※与那原町に住⺠票がある⽅のみ※


